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一般競争入札公告 

 

 次のとおり一般競争入札に付します。 

  平成２２年７月２０日 

 

   日本赤十字社 

    社長 近衞 忠煇 

 

１．工事概要 

（１）工 事 名    京都第一赤十字病院増改築工事 

（２）工事場所    京都府京都市東山区本町１５丁目７４９番地 

（３）工事内容 

    京都第一赤十字病院増改築工事 一式 

敷地面積：１９,９６１.７６㎡ 

  １）Ｃ棟 

建築面積： ２,７９０.２６㎡ 

延床面積：１５,３８６.０７㎡ 

   構 造 等：鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造、地上５階、地下１階 

２）管理棟 

建築面積：  ２,４９６.３０㎡ 

    延床面積：１２,０３５.９３㎡ 

    構 造 等：鉄骨造、一部鉄筋コンクリート造、地上５階、一部地下１階 

３）立体駐車場Ａ・Ｂ 

建築面積： １,５１６.７３㎡ 

    延床面積： ４,３５３.３４㎡ 

    構 造 等：鉄筋コンクリート造、地上３階（Ａ）／鉄骨造、地上２階（Ｂ） 

（４）工  期  平成２２年９月下旬～平成２７年９月末日（予定） 

（５）本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成１２年法律 

  第１０４号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が

義務付けられた工事である。 

 

２．競争入札参加資格 

  次に掲げる要件を満たしている者により構成されている特定建設工事共同企業体 

（以下「共同企業体」という。）であること。 

（１）共同企業体としての結成要件 

１）自主的に結成された共同企業体であること。 
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２）共同企業体の構成員は２者とすること。 

３）共同企業体の経営の形態は、共同施工方式とすること。 

４）共同企業体の構成員は、本工事にかかる他の共同企業体の構成員としての本件 

入札への参加はできないこと。 

（２）共同企業体の各構成員の共通資格要件 

  １）競争入札に参加することができない者 

   ア 当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者。 

   イ 経営状態が著しく不健全であると認められた者。 

２）本件一般競争入札参加資格確認申請書の提出期限の日から開札の時までの期間

に、「日本赤十字社指名停止等の措置基準」に基づき、日本赤十字社から、又は

京都府内で行われる営繕工事の不正行為等に基づき、京都府若しくは国からの指

名停止等の措置を受けていないこと。なお、京都府及び国において同一の不正行

為等によって指名停止期間が異なる場合は、そのうち早期に指名停止が終了する

期間を対象とした上で、上記申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に指

名停止の措置を受けていないこと。 

３）本工事に係る設計・監理業務の受託者である株式会社内藤建築事務所と資本若

しくは人事面において、次の条件で関連がある者でないこと。 

   ア 当該受託者の発行済株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又は 

その出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている者。 

   イ 代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている者。 

４）会社更生法（平成１４年度法律第１５４号）に基づき更生手続き開始の申立て

がなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生  

手続き開始の申立てがなされている者でないこと。 

５）日本赤十字社本社又は日本赤十字社京都府支部若しくは京都第一赤十字病院に

おいて建設工事「５０２建築一式」の競争入札参加資格の認定を受けていること。 

６）建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項の規定による特定建設業 

の許可を受けてから営業年数が継続して５年以上であること。 

（３）共同企業体の代表構成員の資格要件 

    １）構成員のうちで出資比率が最大であること。 

２）平成１２年４月１日以降に完成し、引渡し済である日本国内での建築工事で、 

以下と同規模以上の元請としての施工実績を単体又は共同企業体の代表者（出資

比率が５０％以上）として有していること。 

ア 新築、増築又は改築工事に係る部分が鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨

鉄筋コンクリート造で、延床面積１５,０００㎡以上の病院建物。 

３）次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に専任で配置で 

きること。 
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ア 一級建築施工管理技士又は一級建築士の資格取得後５年以上の実務経験を

有する者。 

イ 平成１２年４月１日以降に、上記（３）２）アの工事において、現場代理人、

主任技術者又は監理技術者として施工した経験を有する者。 

ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有

する者。 

   エ 本件入札公告の時までに３ヵ月以上の恒常的な雇用関係を有する者。 

４）経営事項審査結果通知書（審査基準日が直近のもの）における建築一式工事の    

総合評定値が１,６５０点以上であること。 

    ５）ＩＳＯ９０００シリーズ及びＩＳＯ１４０００シリーズの認証を取得している   

こと。 

（４）共同企業体の第２構成員の資格要件 

１）出資比率が３０％以上であること。 

２）京都府内に本社（本店）を有すること。 

３）平成１２年４月１日以降に完成し、引渡し済である日本国内での建築工事で、

以下と同規模以上の元請としての施工実績を単体又は共同企業体の代表者（出資

比率が５０％以上）として有していること。 

ア 新築、増築又は改築工事に係る部分が鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨

鉄筋コンクリート造で、延床面積４,０００㎡以上の建物。 

４）次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に専任で配置で 

きること。 

ア 一級建築施工管理技士又は一級建築士の資格取得後５年以上の実務経験を 

有する者。 

イ 平成１２年４月１日以降に、上記（４）３）アの工事において、現場代理人、

主任技術者又は監理技術者として施工した経験を有する者。 

ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有

する者。 

エ 本件入札公告の時までに３ヵ月以上の恒常的な雇用関係を有する者。 

５）経営事項審査結果通知書（審査基準日が直近のもの）における建築一式工事の    

   総合評定値が１,０００点以上であること。 

 

３．入札手続等 

（１）担当部局 

   所在地： 〒１０５－８５２１ 東京都港区芝大門一丁目１番３号 

   施設名： 日本赤十字社 

   担当者： 総務局 総務部 契約課 斉藤 利隆、小山 洋一 
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   ＴＥＬ： ０３－３４３７－７５８５（直通） 

ＦＡＸ： ０３－３４３３－８５２５ 

（２）入札説明書等の配付期間及び場所 

日 時：  平成２２年７月２０日（火）～平成２２年８月２日（月） 

      土曜及び日曜を除く１０時００分から１６時３０分まで 

場 所：  上記３（１）に同じ。 

なお、次の場所でも同様に配付する。 

所在地：〒６０５－０９８１ 

京都府京都市東山区本町１５丁目７４９番地 

        施設名：京都第一赤十字病院  

        担当者：事務部 改築整備推進室 豊田 聡司 

     ＴＥＬ：０７５－５３３－１２９９（直通） 

     ＦＡＸ：０７５－５６１－６３０８ 

（３）本工事にかかる一般競争入札参加資格確認申請書の提出期間及び場所 

日 時：  平成２２年７月２０日（火）～平成２２年８月３日（火） 

      土曜及び日曜を除く１０時００分から１６時３０分まで 

場 所： 上記３（１）に同じ。 

（４）入札及び開札の日時及び場所等 

日 時：平成２２年９月１３日（月） １４時００分から 

場 所：〒１０５－８５２１ 東京都港区芝大門一丁目１番３号 

        日本赤十字社本社 西館地下１階 地下Ｃ会議室 

 

４．その他 

（１）入札保証金  免除とする。 

（２）契約履行保証  

落札者は、請負代金額の１００分の１０以上の、日本赤十字社が確実と認める金 

融機関（金融機関の長期債格付の投資適格基準で、「Ｂａａ２」及び「ＢＢＢ」以

上の格付）の債務保証、公共工事履行保証による保証、又は履行保証保険契約の締

結による保証を行うこと。 

（３）火災保険付保の要否  要。 

（４）入札の無効 

    本公告の示した競争入札参加資格のない者の入札、資格確認申請書等日本赤十字 

社に提出した書類に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した 

入札は無効とする。 

（５）落札者の決定方法 

予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格を超え、最低制限価格に最も近



 5 

い価格の提示をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

（６）配置予定技術者の確認 

   配置予定の技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことが 

ある。 

（７）手続きにおける交渉の有無  無。 

（８）契約書作成の要否  要。 

（９）関連情報を入手するための照会窓口 上記３（１）に同じ。 

（10）競争入札参加資格の認定を受けていない者の参加 

上記２（２）５）に掲げる競争入札参加資格の認定を受けていない者は上記３（３）

により本件競争入札参加資格確認申請書を提出することができるが、競争に参加す

るためには、開札の時において、上記２（２）５）に掲げる競争入札参加資格審査

の認定を受け、かつ、共同企業体として本工事に係る一般競争入札参加資格の確認

を受けていなければならない。 

（11）本件競争入札参加資格があると確認された共同企業体の構成員に、経営、資産、 

信用の状況の変動により契約の履行がなされないおそれがあると認められる事態

が発生したときは、共同企業体に対し当該資格の確認を取り消すことがある。 

（12）詳細は入札説明書による。 

   


